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第３編 地震災害復旧・復興対策 
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第１章 災害復旧対策 
【まちづくり課 産業課 上下水道課 学校教育課 福祉課 町民課 危機管理課】  

被災地の復旧・復興は、住民の意向を尊重しながら町、県が主体的に取り組み、国や関係機関

等の協力と適切な役割分担の下、被災者の生活の再建及び経済の復興、再度災害の防止に配慮

した施設の復旧等を図り、より安全性に配慮した地域づくりを目指すとともに、災害により地

域の社会経済活動が低下する状況に鑑み、可能な限り迅速かつ円滑な復旧・復興を図る。 

また、町、県は、被災の状況、地域の特性、関係公共施設管理者の意向等を勘案しつつ、迅速

な原状復旧を目指すか、又は更に災害に強いまちづくり等の中長期的課題の解決をも図る計画

的復興を目指すかについて早急に検討し、復旧・復興の基本方向を定め、必要な場合には、これ

に基づき復興計画を作成する。 

なお、復旧・復興に当たっては、男女共同参画の観点から、復旧・復興のあらゆる場・組織に

女性の参画を促進する。併せて、要配慮者の参画を促進する。 

第１節 激甚災害の指定 

町長は、激甚災害指定基準又は局地激甚災害指定基準を十分に考慮して被害状況等を調査

し、県知事に報告する。 

また、激甚災害の指定を受けたときは、速やかに関係調書等を作成し、県関係各部局に提

出する。 

災害が発生した場合には、被災町並びに県は、速やかに公共施設の災害の実態を調査し、必要

な資料を作成し、災害査定の緊急な実施が容易となるよう所要の措置を講じて、復旧事業が迅速

になされるよう努める。 

なお、特に緊急な公共施設の復旧が必要な場合には、災害査定を待つことなく、応急工事

に着手する。 
 

第２節 被災施設の復旧等 

被災した公共施設の災害復旧は、原形復旧を基本にしつつも、再度災害防止の観点から可

能な限り改良復旧を行うなどの事業計画を速やかに策定し、社会経済活動の早急な回復を図

るため迅速に実施する。特に、二次的な災害防止の観点から対策に配慮する。 

また、道路管理者及び上下水道、電力、通信等のインフラ事業者は、道路と生活インフラ

の連携した復旧が行えるよう、関係機関との連携体制の整備・強化を図るものとし、ライフ

ライン、交通輸送等の関係機関は、復旧に当たり、復旧予定時期を明らかにするよう努める。 

公共施設の復旧事業は、概ね以下の法律等に基づき、迅速かつ円滑に行う。 

(1) 農水産業等施設については、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関

する法律、土地改良法を活用し実施する。 

(2) 道路、海岸、港湾、河川、上水道、下水道施設、都市公園施設については、公共土木施

設災害復旧事業費国庫負担法により実施する。 

(3) 都市施設等（街路、公園、排水路、墓園等）の復旧については、関係機関が緊密に連携

し、都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針及び都市災害復旧事業事務取扱方針に

より実施する。 

(4) 公営住宅等については、公営住宅法等により実施する。 

(5) 公立学校施設については、公立学校施設災害復旧費国庫負担法により実施する。 

(6) 特定大規模災害その他著しく異常かつ激甚な非常災害として政令で指定する災害が発

生し、円滑かつ迅速な復興が必要な場合は、大規模災害からの復興に関する法律に基づ

き、県を通じて、国に対して災害復旧事業等に係る工事の代行を要請する。 

なお、災害廃棄物の処理に関し、復旧に際して災害廃棄物が大量に発生したときは、町

は県と協力し、適切な分別やリサイクルなど環境負荷をできる限り小さくする処分方法

を検討する。また、環境汚染の未然防止又は住民、作業者の健康管理のため、適切な措置
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等を講ずる。 

(7) 県は、県が管理する道路と交通上密接な関連を有する町道について、町から要請があ

り、かつ町の工事の実施体制等の地域の実情を勘案して、町に代わって県が災害復旧等に

関する工事を行うことが適当であると認められるときは、事務の遂行に支障のない範囲内

で、当該工事を行うことができる権限代行制度により、支援を行う。 

第３節 災害廃棄物の処理 

大規模な地震被害の被災地においては、損壊家屋を始めとする大量の災害廃棄物が発生す

ることから、広域的な処分など迅速かつ環境負荷のできるだけ少ない処分方法を検討する。 

（1） 町及び県は、災害廃棄物の広域処理を含めた処理処分方法を確立するとともに、仮

置場、最終処分地を確保し、計画的な収集、運搬及び処分を図ることにより、災害廃

棄物の円滑かつ適正な処理を行う。 

（2）ボランティア、ＮＰＯ等の支援を得て災害廃棄物等の処理を進める場合には、社会福

祉協議会、ＮＰＯ等と連携し、作業実施地区や作業内容を調整、分担するなどして、

効率的に災害廃棄物等の搬出を行う。 

（3） 災害廃棄物処理に当たっては、適切な分別を行うことにより、可能な限りリサイク

ルに努める。 

（4） 災害廃棄物処理に当たっては、復旧・復興計画を考慮に入れつつ計画的に行う。ま

た、環境汚染の未然防止並びに住民及び作業者の健康管理のため、適切な措置等を講

ずる。 

 

第４節 義援物資、義援金の受入れ及び配分 

第１ 義援物資の受入れ及び配分 
町及び県は、義援物資を受入れ及び配分を行う。なお、その際、次の事項について留意

する。 

（1） 物資受入れの基本方針 

ア 原則として、企業・団体等からの大口受入れを基本とする。 

イ 腐敗・変質するおそれのある物資は、受け付けないものとする。 

ウ 規格や種類等の異なる複数の物資等を一括して梱包をされた物資は、受け付けな

いものとする。 

（2） 少量提供物資（個人提供等）の取扱い 

ア 災害時においては、物資配分の観点から、同一物資を一カ所に大量に集約するこ

とが効率的である。多品種少量の義援物資については、集約が困難であり、各指定

避難所等への配分の支障となるおそれがあるほか、ニーズがない物資は、各指定避

難所等へ配分されないおそれがあるため、個人等の善意の効果的な発揮及び物資の

効率的な調達・配分の観点から、提供者に対しては、異なる種類の物資を少量提供

するのではなく、単品大量での提供又は義援金としての協力を依頼する。 

イ 個人等からの義援物資の申し出については、提供物資及び提供者の連絡先などを

記録し、必要に応じて提供を依頼するものとし、一方的な物資の送り出しは控える

よう依頼する。 

（3） 受入体制の広報 

町及び県は、円滑な義援物資の受入れのため、次の事項についてホームページや報道

機関を通じて広報に努める。 

ア 必要としている物資とその数量 

イ 義援物資の受付窓口 

ウ 義援物資の送付先及び送付方法 

エ 個人からは、原則義援金として受け付けること 

オ 一方的な義援物資の送り出しは、受入側の支障となるため行わないこと 
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（4） 報道機関との連携 

テレビ等や新聞等の報道によって過剰な義援物資が送付される場合があるため、町

及び県等は、報道機関に対して適宜適切な情報提供に努め、ニーズに沿った義援物資

の受入れに努める。 

第２ 義援金品の募集 
災害の状況によっては、義援金品の募集を行うものとし、募集に当たっては、マスコミ

等に協力を求めるとともに、立看板、ポスターの掲示及び各種団体・関係機関を通じ、広く

県内外に協力を呼びかける。 

また、義援物資の受け入れに当たっては、被災地での仕分け等に非常に労力を要するこ

とに理解を求め、被災地のニーズに合致し、かつ、まとまった単位で送付されるもの等に

限り受け付ける。 

なお、義援物資の提供者や企業等は、品名・品数を明示して梱包するなど被災地におけ

る円滑かつ迅速な仕分け・配送に十分配慮するよう努める。 

第３ 義援金品の配分 
義援金品の配布については、義援金配分委員会を設置し、被災者に対し、公平かつ迅速

な配布を行う。 
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第２章 復興計画 
【総務課 危機管理課 財政課 まちづくり課 学校教育課】 

多数の機関が関係し、高度かつ複雑な大規模事業となる被災地域の再建を速やかに実施する

ため、必要に応じて復興計画を作成し、関係機関の諸事業を調整しつつ計画的に復興を進める。 

また、多くの人が被災し、住居や家財の喪失、経済的困窮、あるいは生命の危険に瀕し、地域

社会が混乱に陥る可能性があることから、災害時の人心の安定と社会秩序の維持を図ることを

目的に、関係機関の協力を得ながら被災者の生活支援の措置を講じる。 

第１節 復興計画の策定 

第１ 復興計画の策定 
被災の状況、地域の特性、関係公共施設管理者等の意向等を勘案しつつ、必要に応じて

被災地の復興計画を策定する。 

(1) 被災地の復興については、町が主体となって住民の意向を尊重しつつ、共同して計画

的に行う。 

(2) 大規模な災害により広域的に地域が壊滅し、社会的活動に障害が生じた場合において

は、県及び関係する市町等と連携をとり、これら災害を受けた市街地の緊急かつ健全な

復興を図るための土地区画整理事業・市街地再開発事業の施行、道路・公園等公共施設

の整備及び公営住宅等の供給に関する事業等について、復興計画を策定する。 

(3) 事業を進めるにあたり、新たなまちづくりの展望、計画決定までの手続き、スケジュ

ール、被災者サイドでの種々の選択肢、施策情報の提供等を住民に対して行う。 

(4) 計画の策定に当たっては、町の総合計画との調整を図る。また、国や県等との調整を

行う。 

(5) 策定した計画は、新聞、テレビ等の報道機関を通じ速やかに公表するとともに、広報

を臨時に配布するなどにより、住民に周知し、被災地の復興を促進する。 

第２ 大規模災害からの復興に関する法律等の活用 
特定大規模災害が発生した場合は、大規模災害からの復興に関する法律を活用し、復興

を推進する。 

(1) 町は、復興基本方針及び県復興方針に即して単独で又は県と共同で復興計画を策定し、

同計画に基づき市街地開発事業、土地改良事業等を実施することにより、特定大規模災

害によって土地利用の状況が相当程度変化した地域等における円滑かつ迅速な復興を図

る。 

(2) 町は、復興計画の作成等のために必要がある場合は、関係地方行政機関に対して職員

の派遣を要請し、又は知事に対して職員の派遣のあっせんを求める。 

(3) 町及び県は，災害復旧・復興対策の推進のため、必要に応じ、国、他の地方公共団体等

に対し、職員の派遣その他の協力を求めるものとする。特に、他の地方公共団体に対し、

技術職員の派遣を求める場合においては、復旧・復興支援技術職員派遣制度の活用も含

めて検討するものとする。 

 

第２節 防災まちづくりを目指した復興 

(1) 町は、必要に応じ、再度災害防止とより快適な住環境を目指し、住民の安全と環境保

全等にも配慮した防災まちづくりを実施する。 

その際、まちづくりは現在の住民のみならず、将来の住民のためのものという理念の

もとに、計画策定段階で町のあるべき姿を明確にし、将来に悔いのないまちづくりを目

指すこととし、住民の理解を求めるよう努める。 

(2) 町は、復興のため、市街地の整備改善が必要な場合には、被災市街地復興特別措置法

等を活用するとともに、住民の早急な生活再建の観点から、防災まちづくりの方向につ
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いてできる限り速やかに住民の合意を得るように努め、土地区画整理事業、市街地再開

発事業等の実施により、合理的かつ健全な市街地の形成と都市機能の更新を図る。 

(3) 町及び県は、被災した学校施設の復興に当たり、学校の復興とまちづくりの連携を推

進し、安全・安心な立地の確保、学校施設の防災対策の強化及び地域コミュニティの拠

点形成を図る。 

(4) 町は、防災まちづくりに当たっては、河川等の治水安全度の向上等を目標とする。こ

の際、都市公園、河川等のオープンスペースの確保等は、単に避難場所としての活用、臨

時ヘリポートとしての活用など防災の観点だけでなく、地域の環境保全、レクリエーシ

ョン空間の確保、景観構成に資するものであり、その点を住民に十分に説明し、理解と

協力を得るように努める。 

また、ライフラインの共同収容施設としての共同溝、電線共同溝の整備等については、

各種ライフラインの特性を勘案し、各事業者と調整を図りつつ進める。 

(5) 町は、既存不適格建築物について、防災と快適性等の観点からその問題の重要性を住

民に説明しつつ、再開発事業等の適切な推進により、その解消に努める。 

(6) 町は、被災施設等の復旧事業、災害廃棄物及び堆積土砂等の処理事業にあたり、あら

かじめ定めた物資、資材の調達計画及び人材の広域応援等に関する計画を活用しつつ、

可能な限り迅速かつ円滑に実施するとともに、復興計画を考慮して必要な場合には戦略

的・重点的な実施を行う。 

(7) 町は、新たなまちづくりの展望、計画決定までの手続き、スケジュール、被災者の立

場に立った種々の選択肢、施策情報の提供等を住民に対して行う。 

(8) 町は、建築物等の解体等による石綿の飛散を防止するため、事業者等に対し、必要に

応じて大気汚染防止法に基づき適切に解体等を行うよう指導・助言する。 

(9) 町は、復興計画の策定に際し、地域のコミュニティが被災者の心の健康の維持を含め、

被災地の物心両面にわたる復興に大きな役割を果たすことを認識し、その維持・回復や

再構築に十分に配慮する。 

 

第３節 復興予算（中長期計画）の編成 

第１ 基本方針 
復旧・復興対策を円滑に実施するため、被災後、できるだけ早い時期に財政需要見込額を把

握し､中長期的な復興予算の編成を図る。 

第２ 予算の編成 
復旧・復興事業を迅速に実施するため､予算執行の調整及び編成方針の策定などを行う。 

第３ 財政需要見込額の算定 
被災状況調査を基に、次の財政需要見込額を算定する。 

(1) 復旧・復興事業 

(2) その他 

第４ 発災年度の予算執行方針の策定 
緊急度が高い復旧・復興事業を滞りなく実施するため、優先的に取り組むべき対策と執行を

当面凍結すべき事業を抽出し、予算執行方針を策定する。 

 

第４節 復興財源の確保 

復旧・復興対策を円滑に実施するため、被災後できるだけ早い時期に財政需要見込額を把

握し､復興財源の確保を図る。 

第１ 復興財源の確保 
復旧・復興対策を実施するためには、莫大な事業費が必要になるほか、災害の影響によ
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る税収の落ち込み等により財政状況の悪化が懸念されるが、復旧・復興対策を迅速かつ的

確に実施するため、財源確保に関し適切な措置を講じる。 

(1) 地方債の発行 

復旧・復興対策に係る莫大な財政需要と大幅な税収減に対応するため、県と調整を図

りながら次の措置を講じ、財源を確保する。 

ア 災害復旧事業債 

イ 歳入欠かん等債 

ウ その他 
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第３章 被災者の生活再建支援 
【総務課 危機管理課 税務課 福祉課 まちづくり課 産業課 健康課 保険課】 

被災者が新たな生活への意欲を持つことに重点を置きながら、住民生活の安定を図るた

めの施策を講じるとともに、自力による生活再建を支援する。 

また、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことができるよう、

見守り・相談の機会や被災者台帳等を活用した地域の実情に応じた災害ケースマネジメン

ト（一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関係者が連携して、被災者に対するきめ細

やかな支援を継続的に実施する取組）を実施するほか、見守り・相談の機会や被災者台帳等

を活用した支援を行うとともに、被災者が容易に支援制度を知ることができる環境の整備

に努める。 

第１節 被災者の経済的再建支援 

被災者が、災害による痛手から速やかに再起し、生活の安定を回復するため、被災者に対

して資金の融資等の経済支援を行う。 

第１ 経済的支援活動 
(1) 被災状況の把握 

災害救助法の適用のための調査結果等を活用し、次の事項を把握し県に報告する。ま

た、情報が不足している地域には補足調査を行う。 

ア 死亡者数 

イ 負傷者数 

ウ 全壊・半壊住宅数等 

(2) り災証明の交付 

各種の被災者支援措置を早期に実施するため、被災者からの申請に基づき、遅滞なく、

災害による住家の被害その他町長が定める種類の被害の状況を調査し、り災証明書を交

付する。 

(3) 被災者台帳の作成 

被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するため必要があるときは、個々の被災者の

被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被災

者台帳を作成する。また、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、被災者台帳の作成に

デジタル技術の積極的な活用を検討する。 

(4) 災害援護資金の貸付 

災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき被災世帯を対象に災害援護資金の貸付を行

う。 

(5) 被災者生活再建支援金の申請受付等 

被災者に対する制度の説明、必要書類の発行、被災者からの申請書類の確認等必要な

業務を行うとともに、被災者生活再建支援基金により委託された事務を迅速に実施する。

また、迅速かつ的確に処理するための体制整備等も図る。 

(6) 資金の貸与等 

被災者のうち要件に該当する者に対して、県や社会福祉協議会の協力を得て、その趣

旨の徹底を図り、次のうち適切な資金の融通措置を講じる。 

ア 生活福祉資金 

イ 母子福祉資金 

ウ 父子福祉資金  

エ 寡婦福祉資金 

オ 災害援護資金 

(7) 租税の減免等 

地方税法及び条例に基づき、町税の減免及び徴収猶予、申告等の期限の延長等の適切

な措置を行う。 
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第２ 生活再建支援策等の広報 
テレビ等のマスメディアやホームページ、広報紙等を活用し、次の広報・ＰＲを実施す

る。 

(1) 義援金の募集等 

(2) 各種相談窓口の案内 

(3) 災害弔慰金の支給等に関する情報 

(4) 公営住宅及び民間住宅への入居や住宅再建支援策に関する情報 

(5) 被災者生活再建支援金に関する情報 

(6) ボランティアに関する情報 

(7) 雇用に関する情報 

(8) 融資・助成情報 

(9) その他生活情報等 

また、被災者からの問い合わせを一元的に受け付ける総合相談窓口を設置する。 

(10) 被災者への説明 

町は、被災建築物の応急危険度判定調査、被災宅地危険度判定調査、住家被害認定調査

など、住宅に関する各種調査が個別の目的を有していることを踏まえ、それぞれの調査の

必要性や実施時期の違い、民間の保険損害調査との違い等について、被災者に明確に説明

するものとする。 

 

第２節 恒久住宅対策 

被災者の生活再建を支援するため、生活基盤である住宅については、被災者による自力再

建を基本とした住宅再建支援を行うとともに、公的住宅の供給を行う。 

第１ 住宅供給対策 
(1) 住宅復興計画の策定 

県の住宅復興計画を踏まえながら調整を図り、住宅復興方針等を定めた町住宅復興計

画を策定する。 

(2) 県との協議 

公営住宅や特定優良賃貸住宅等の供給に関する役割分担について県と協議する。 

(3) 町営住宅等の供給 

必要に応じ、公営住宅や改良住宅等の町営住宅を供給する。 

(4) 住宅に関する情報提供 

相談窓口等において自力再建支援及び公的住宅の入居等に関する情報等を提供する。 

 

第３節 中小企業を対象とした支援 

被災した中小企業の自立再建を図るため、中小企業を対象とした事業の場の確保及び資金

の調達に関する支援等を実施する。 

第１ 振興対策 
(1) 中小企業の被災状況の把握 

県が行う中小企業の被災状況調査に協力する。 

(2) 事業の場の確保 

事業の場の確保に関する支援策を、必要に応じ、実施する。 

(3) 支援制度・施策の周知 

中小企業を対象とした支援制度・施策を県と連携し周知する。 

 

第４節 雇用対策 
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失業者の発生を未然に防ぎ、被災者の経済的な生活基盤を確保し、迅速な生活再建を図る

ため、雇用維持対策を実施する。また、震災により離職を余儀なくされた被災者の再就職支

援策を実施する。 

第１ 職業のあっせん、職業訓練 
町は、雇用に関する相談があった場合には、公共職業安定所に伝達する。県は、被災者が

災害のため収入の途を失い、他に就職する必要が生じた場合には、関係機関と協力して、

職業相談等を実施し、適職への早期就職の促進に努める。 

なお、通勤地域への就職あっせんが困難な場合は、広域職業紹介(職業安定法第17条第２

項)により広く職業の機会を求める等の方法により、職業あっせんを行うとともに、高等技

術専門校への入校等により職業訓練を受講させ、生業及び就職に必要な技術を習得させる

よう努める。 

 

第５節 生活保護 

被災者の恒久的生活確保の一環として、町及び県は、次の措置を講じる。 

（1） 生活保護法に基づく保護の要件を満たす被災者に対しては、その困窮の程度に応じて、

最低生活を保障し生活の確保を図る。 

（2） 被保護世帯が災害に伴い家屋の補修等を必要とする場合には、県の各福祉事務所は、

規定額の範囲内で住宅維持費の支給を行う。 
 

第６節 農漁業者を対象とした支援 

被災した農漁業関連施設の迅速な災害復旧と経営・生活の維持・安定を図るため、農漁業

者を対象とした支援を実施する。 

第１ 経営安定対策 
(1) 農漁業者の被災状況の把握 

農漁業者の被災状況調査を、県と連携して実施する。 

(2) 支援制度・施策の周知 

農漁業者を対象とした支援制度・施策を、県と連携して周知する。 

 

第７節 要配慮者の支援 

要配慮者は、災害による生活環境の変化等に対応することが困難である場合が多いことか

ら、速やかに安定した生活が回復できるよう支援を行う。 

第１ 被災状況の把握 
次の事項を把握し、県に報告する。 

(1) 要配慮者の被災状況及び生活実態 

(2) 社会福祉施設等の被災状況 

第２ 一時入所の実施 
県を通じて社会福祉施設や関係機関等と連絡の上、社会福祉施設等への一時入所が必要

な要援護者に対して、一時入所を実施する。 

第３ 健康管理の実施・巡回健康相談 
中予保健所と協力して保健師による巡回健康相談を実施し、指定避難所等における要配

慮者の健康状態を把握する。また、指定避難所の管理者等を通じて住民に自治組織の編成

を求め、その協力を得て健康管理等の徹底を図る。 

第４ 成年後見制度の利用 
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義援金の受け取りや今後の財産管理等に関連して成年後見制度の利用が必要となる方や、

成年後見人等の被災によって必要な支援が受けられなくなった方を把握し、これらの方々

が適切に成年後見制度を利用できるようにする。 

 

第８節 生活再建支援策等の広報 

被災直後の応急復旧期から復興期にかけて継続的に生じる生活再建関連施策に関する情報

提供のニーズに対応し、被災者の一日も早い生活再建を促進するため、次のような震災関連

情報や生活再建に関する支援施策等の情報提供を積極的に行う。 

また、居住地以外の市町村に避難した被災者に対しても、避難先の地方公共団体と協力し、

必要な情報や支援・サービスを提供する。 

(1) 義援金の募集等 

(2) 各種相談窓口の案内 

(3) 災害弔慰金の支給等に関する情報 

(4) 公営住宅及び民間住宅への入居や住宅再建支援策等に関する情報 

(5) 被災者生活再建支援金に関する情報 

(6) ボランティアに関する情報 

(7) 雇用に関する情報 

(8) 融資・助成情報 

(9) その他生活情報 等 

第１ 被災者への説明 
町は、被災建築物の応急危険度判定調査、被災宅地危険度判定調査、住家被害認定調査

など、住宅に関する各種調査が個別の目的を有していることを踏まえ、それぞれの調査の

必要性や実施時期の違い、民間の保険損害調査との違い等について、被災者に明確に説明

するものとする。 

 

第９節 地域経済の復興と発展のための支援 

地域経済の復興を迅速に軌道に乗せ、地域をより発展させるための支援策を講じる。 

また、県及び町は、あらかじめ商工会・商工会議所等と連携体制を構築するなど、災害時

に中小企業等の被害状況を迅速かつ適切に把握できる体制の整備に努めるものとする。 

（1）イベント・商談会等の実施 

必要に応じ、県や関係団体等と連携し、イベント・商談会等を実施する。 

（2）誘客対策の実施 

必要に応じ、県や関係団体等と連携し、誘客対策を実施する。 
 


